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衆
議
院
議
員
原
陽
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提
出
川
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よ
り
廃
止
補
償
さ
れ
る
発
電
所
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
二
十
八
日
受
領
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第

五
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号



衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
川
辺
川
ダ
ム
建
設
に
よ
り
廃
止
補
償
さ
れ
る
発
電
所
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

九
州
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
九
州
電
力
」
と
い
う
。
）
川
辺
川
第
一
発
電
所
、
チ
ッ
ソ
株
式
会
社
（
以
下
「
チ
ッ
ソ
」

と
い
う
。
）
川
辺
川
第
二
発
電
所
及
び
チ
ッ
ソ
頭
地
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
川
辺
川
ダ
ム
建
設
に
伴
い
発
電
施
設
等
が
水
没

し
、
廃
止
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
政
府
が
補
償
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
廃
止
補
償
」
と
は
、
九
州
電
力
川
辺
川
第
一
発
電
所
、
チ
ッ
ソ
川
辺
川
第
二
発
電
所
及
び
チ
ッ
ソ
頭
地
発
電

所
の
水
没
に
よ
る
廃
止
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
水
力
発
電
所
の
所
有
者
で
あ
る
九
州
電
力
及
び
チ
ッ
ソ
が
被
る
損
失
を
補
償
す

る
も
の
で
あ
る
。

電
源
開
発
株
式
会
社
（
以
下
「
電
源
開
発
」
と
い
う
。
）
相
良
発
電
所
に
つ
い
て
は
、
電
源
開
発
が
、
自
ら
費
用
を
負
担

し
て
設
置
す
る
予
定
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
電
源
開
発
が
行
う
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
水
力
発
電
所
の
設
置

に
つ
い
て
は
そ
の
費
用
の
一
部
が
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
か
ら
の
交
付
金
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
電
源
開

発
か
ら
電
源
開
発
相
良
発
電
所
の
設
置
に
係
る
交
付
金
の
交
付
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
、
政
府
と
し
て
は
、
所
要
の
審
査

一



を
行
い
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
水
利
権
の
更
新
時
期
と
は
水
利
権
の
許
可
の
期
限
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、九
州
電
力
川
辺
川
第
一
発
電
所
、

チ
ッ
ソ
川
辺
川
第
二
発
電
所
及
び
チ
ッ
ソ
頭
地
発
電
所
の
発
電
開
始
年
月
及
び
水
利
権
の
許
可
の
期
限
は
、
別
表
の
と
お
り

で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
減
価
償
却
と
は
取
得
原
価
及
び
減
価
償
却
累
計
額
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
九
州
電
力
及
び
チ
ッ
ソ

か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
各
発
電
所
の
取
得
原
価
及
び
減
価
償
却
累
計
額
は
、
平
成
十
三
年
度
末
時
点
で
、
九
州
電
力
川
辺

川
第
一
発
電
所
に
つ
い
て
は
五
億
七
千
八
百
万
円
及
び
三
億
九
千
八
百
万
円
、
チ
ッ
ソ
川
辺
川
第
二
発
電
所
に
つ
い
て
は
四

億
五
千
七
百
万
円
及
び
二
億
四
千
九
百
万
円
、
チ
ッ
ソ
頭
地
発
電
所
に
つ
い
て
は
六
億
千
百
万
円
及
び
三
億
百
万
円
で
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

電
源
開
発
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
電
源
開
発
相
良
発
電
所
の
設
置
、
維
持
及
び
運
用
は
電
源
開
発
が
行
い
、
同
発
電
所

で
発
電
さ
れ
る
電
気
の
全
量
を
九
州
電
力
に
供
給
す
る
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
発
電
所
で
発
電
さ
れ
る

二



電
気
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
同
発
電
所
の
営
業
運
転
の
開
始
の
前
ま
で
に
電
源
開
発
が
設
定
し
、
電
源
開
発
促
進
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

�
に
つ
い
て

九
州
電
力
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
水
力
発
電
に
つ
い
て
は
、
再
生
可
能
な
純
国
産
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
及
び
二
酸

化
炭
素
排
出
の
削
減
に
寄
与
す
る
こ
と
か
ら
、
立
地
環
境
、
経
済
性
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
計
画
的
な
自
社
開
発
を
行
い

つ
つ
、
他
社
が
開
発
し
た
水
力
発
電
所
か
ら
の
電
気
の
買
取
り
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
電
源
開
発
相
良
発
電
所
か

ら
の
電
気
の
買
取
り
に
つ
い
て
も
、
九
州
電
力
川
辺
川
第
一
発
電
所
の
代
替
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ

き
購
入
す
る
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

�
に
つ
い
て

電
源
開
発
相
良
発
電
所
の
発
電
原
価
に
つ
い
て
は
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
電
源
開
発
の
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当

な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三



四


